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は平行線をたどる
ーーとして、
所一
最終決
算期前の一
年間の笛業収入一回．Jn削UEUゾ一一
の

得制限で譲歩することになったも一
が一
盲億円以上③最
終
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百億円以上
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しかし、
建設省としても無原則
広VVBFb仁骸当する会社にわく一

な所得制限には応じられ

なレ主司」
が拡大された。
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ており、大蔵省
が提案し
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外ライノ年収六百万円
、
という一
、lEJ
江青女史が皮革命一

吉
署する方針。
住
骨融公庫
二

洗一
罪で裁かれょっと
と

の調べによると、
公庫
融資対象者一一a
a一
ているが、
同女史は一

のうち、
年収六百万円軸上の人は一一
Mヨ寸一
最終弁論で「文革は一

約一一
%、
同八百
円棚上は二%一

，tl‘
正しかった。
死刑に一

強となっているo

同
一
なっても光栄である」
と節をま一

建設省は、
渡
辺蔵
相開先の
政府一
げようとしないという。
判決は一

与
党首脳
会議で「公
庫輔融資制度の一
早ければ
今週末にも
下る
見込一

根幹を変えない」
と
＝閉している一
みだが、
毛沢東主席の姿を
処刑一

こと
から、
対象
除一
ライノを六一
することで
；文
子
を裁いた一

百万円
以上に
設定画ることは制一
ことにはなるまいV
裁判とはい一

度の根幹にかかわる曲し、
国民へ一
っても初めかりグ腿刑。
の
結論一

の影響が最小限です面八百万円以一
が出ていて、
それに法を当ては一

上をラインにレて今
臨折衝する。一
めた政治裁判である。
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監査人による監査対島空業の拡大一
は、
胡耀邦総
書記が「なにもい一

や複
数監査制を盛リ
暗ん
だ巌査特一
いことはない。
災難だ」
といっ一

例法（株式会社の
殴
L関する高一
ている。
これに対し
江青は予審一

法の
批判例に閉する法
制
改正
案波一
の段階から「払はも宅問の犬で一

綱な決定した。
【
雌蹴2蘭に】一す。犬小たたこう止すめれり、一

商法
関係改正
案要綱は
①新株発一
犬の主人
の頗をみなければだめ一

行の場合の株
式の鮪噛国を五
万円一
だ」
と主張している。
毛沢東は一

（現行は五十円と五四円）
とする一
いま
裁かれている
妻と
文革を一

②既
存会社の場合は国
経過指賓と一
「正レかった」
というだろうか一

し
て額面の合計
五万耐を一
単位と一
V文革が、
劉少奇に実権を奪わ一

ずる「単
位秘
制度」咽
導入
する一
れた毛沢東の
発読レた権力闘争一

iーを柱としている。岬」の
部会案一
であることは、
すでに周知の事一

は事実主そのまま「申望凡な予主同実であるあ主しかりたかとつ｝

ので、
来年一
月二十六曲に予定さ一
か、
それは「勝てば
官軍、
負け一

れる法制
審議会総会に硝り、
奥野一
れば賊軍」
とレかいいよつがな一

法
相店
答申される。
法
画省はこれ一
かろう。
文革
発動は江青の
王光一

章受けて監査
特例法改
晶、要綱と一
美（
劉少奇夫人）
に対するしっ一

あわせて、
再開通常国
簡L提出、一
とから始まった、
という一
さえ一

今国会中の成立に全力
伝挙げる方一
ある。
9
宮廷内の権力闘争。
に一

針である。
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一
巻き込まれ
迫嘗を受けた国民に一

改正作業は、
ロッキ
哨ト筏猟や一
とって、
文革は
。災難。
としか一

航
空穏
疑惑などにみり
働令企業に一
いいよつがなかろう－Vいずれに一

絡む
犯罪を防止するこ
前をねらい一
せよ、
文革の罪を江青にかぶせ一

として「株式制度」
「
母乳会社の一
て、
毛沢東の責任を問わずにす一

機関」
「株式会社の計晶・
公開」一
ませては、
文革を裁いたことに一

を中心に五十年から全一
蹴的な
見直一
はならぬ。
「私は毛主席の犬で一

しが行われた。
今度の
酷止は商法一
す」
といっ
辺宵の
主張は、
その一

が
盟主
干二年ー
に施
十」
れてか一
意味において正しい。
ひるがえ一一

ら、
昭和二十五年に改
画されて以一
って、
江
青が
紅衛兵とともに天一

来の大規模な改正であ
命

一
安門上に
姿を
現して
以来の、一

主な改正点は現在、
額骨五十円一
わが国の文革についての評論を一

と五百円の株式の発
行悩酬を
五万一
思い起こしてみると、
文革を新一

円に引き上げたことと「単位
株剣一
しい社会主義一
命であるかのよ一

度」
の導入である。
この醐位
株制一
つにいつのがほとんどだったV一

度は一
単位の基準を額面
白計五万一
二十四日
付本紙夕刊文他欄で評一

円とし、
単位
未満株式や
組株につ一
論家の
中嶋嶺雄氏が、
時流に乗一

いては
佐主総会への出席、
一決権一
って書き散らす三一言論の無責任さ一

などの共

通管持たない。
円かし一
を
指摘レ
「フ」フノスではいま
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文革
当時の
一言論の
責任を問つ声一

いる。
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式を剛
ち合一
に来てかり
8あいつはマオイス一

ぃ、
そ
e二A、
株主総会の
議を一
トたった。
といっ激レい言葉を一

曲げることを防止するた
曲
株式一
よく耳にした」
と書いているV一

の
相花保有や子会
社によ昨
会社←

巾附氏の
指摘にまった

ぐ附峨で一

の株式的取仰についてわ級順く川一
あゐ。
ルかれていゐ山はめに刊一

肌しCい
今
大い
じいわゆam《一
円川ら川人組のみならんや
信
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め、
百平方M超｜百二十平方Mの

住宅は年利六・
七五%を適用する

ーー’を打ち出したのは、
こうした

措置により
利子補給額を縮小する

のがねらい。

これに対レ建設省は住宅の質の

向上を掲げる第四期住宅
建設五カ

年計画が五十六年度からスタート

することもあって強く反発、
とく

に条件改悪につながる所得制限の

導入、
面積要件の改定については

監査役の権限強化語
株式の額面5万円に

企業の

皐商
撃犠能の強化、

株式制度の改革などを目指して商

法第二編「会社」
（会
社法）
の全

面改正作業を進めていた法制審議

会商法部会（部会長・
鈴木竹雄東

大名誉
教授）
は二十四日、
商法関

係の改正法
案要綱の部会案と
会計
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